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「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等 

の改善及び必要な方策等について」（答申） 

 

（平成２８年１２月２１日中央教育審議会総会）外国語部分抜粋 

第２部 各学校段階、各教科等における改訂の具体的な方向性 

第２章 各教科・科目等の内容の見直し 

１２．外国語 

（１）現行学習指導要領の成果と課題を踏まえた外国語活動、外国語科の目標の在り方 

①現行学習指導要領の成果と課題 

○ グローバル化が急速に進展する中で、外国語によるコミュニケーション能力は、これ

までのように一部の業種や職種だけでなく、生涯にわたる様々な場面で必要とされるこ

とが想定され、その能力の向上が課題となっている。 

○ 現行の学習指導要領は、外国語を通じて、言語や文化に対する理解を深め、積極的に

コミュニケーションを図ろうとする態度や、情報や考えなどを理解したり伝えたりする

力の育成を目標として掲げ、「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」などを総

合的に育成することをねらいとして改訂され、様々な取組を通じて充実が図られてきた。 

○ 一方で、指導改善による成果が認められるものの、学年が上がるにつれて児童生徒の

学習意欲に課題が生じるといった状況や、学校種間の接続が十分とは言えず、進級や進

学をした後に、それまでの学習内容や指導方法等を発展的に生かすことができないとい

った状況も見られている。 

○ 中・高等学校においては、文法・語彙等の知識がどれだけ身に付いたかという点に重

点が置かれた授業が行われ、外国語によるコミュニケーション能力の育成を意識した取

組、特に「話すこと」及び「書くこと」などの言語活動が十分に行われていないことや、

生徒の英語力では、習得した知識や経験を生かし、コミュニケーションを行う目的・場

面・状況等に応じて適切に表現することなどに課題がある。 

②課題を踏まえた外国語活動、外国語科の目標等の在り方 

○ これらの課題を踏まえ、特に、他者とのコミュニケーション（対話や議論等）の基盤

を形成する観点を、外国語教育を通じて育成を目指す資質・能力全体を貫く軸として重

視しつつ、他の側面（創造的思考、感性・情緒等）からも育成を目指す資質・能力が明
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確となるよう整理することを通じて、外国語教育における「知識・技能」、「思考力・判

断力・表現力等」、「学びに向かう力・人間性等」の三つの資質・能力を更に育成するこ

とを目標として改善を図る。（別添１３‐１を参照） 

あわせて、後述③の「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」を働

かせながら、外国語教育において求められている資質・能力を育むために必要な教科等

の目標を設定する（別添１３‐２を参照）。 

（育成を目指す資質・能力と小・中・高等学校を通じた領域別の目標の設定） 

○ 前述のように、外国語教育における「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学

びに向かう力・人間性等」の三つの資質・能力を明確にした上で、前述のような課題を

踏まえ、①各学校段階の学びを接続させるとともに、②「外国語を使って何ができるよ

うになるか」を明確にするという観点から目標の改善・充実を図る。 

○ 外国語の学習においては、語彙や文法等の個別の知識がどれだけ身に付いたかに主眼

が置かれるのではなく、児童生徒の学びの過程全体を通じて、知識・技能が、実際のコ

ミュニケーションにおいて活用され、思考・判断・表現することを繰り返すことを通じ

て獲得され、学習内容の理解が深まるなど、資質・能力が相互に関係し合いながら育成

されることが必要である。 

○ このため、それらの育成を目指す力について、前述のような課題を踏まえつつ、外国

語学習の特性を踏まえて「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力等」を一体的に育成

し、小・中・高等学校で一貫した目標を実現するため、そこに至る段階を示すものとし

て国際的な基準であるＣＥＦＲ1などを参考に、段階的に実現する領域別の目標を設定す

る。 

                                            
1 国際的な基準：ＣＥＦＲ（Common European Framework of Reference for Languages: Learning、 teaching、 

assessment 外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ共通参照枠）は、語学シラバスやカリキュラム
の手引の作成、学習指導教材の編集、外国語運用能力の評価のために、透明性が高く、包括的な基盤を提
供するものとして、20 年以上にわたる研究を経て、2001 年に欧州評議会が発表した。ＣＥＦＲは、学習
者、教授する者、評価者が共有することによって、外国語の熟達度を同一の基準で判断しながら「学び、
教え、評価できるよう」開発されたものである。国により、ＣＥＦＲの「共通参照レベル」が、初等教育、
中等教育を通じた目標として適用されたり、欧州域内の言語能力に関する調査を実施するに当たって用い
られたりするなどしている。中でも、「話すこと」のやり取り（interaction）では、少なくとも２人以上
の個人が言葉のやり取りをし、その際、産出的活動と受容的活動が交互に行われ、口頭のコミュニケーシ
ョンの場合は同時に行われることもある。対話者が同時に話し、聞くだけでなく、聞き手は話し手の話を
先回りして予測し、その間に答えを準備するなど、やり取りは言語使用と言語学習の中でも大きな重要性
が認められることから、コミュニケーションにおける中枢的役割を果たしているとされている。 
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○ ＣＥＦＲにおいては、「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」の４技能では

なく、外国語の学習等のための「聞くこと」「読むこと」「話すこと（やり取り：interaction）」

「話すこと（発表：production）」「書くこと」という五つの領域において、単に、知識・

技能だけが示されているのではなく、知識・技能を活用して思考したり表現したりする

言語能力が示されている2。このことを踏まえ、これまで「４技能」と称されることが多

かった、「聞くこと」「読むこと」「話すこと」「書くこと」については、国の領域別の目

標において五つの領域として示すこととする。 

○ 国が定める領域別の目標については、外国語で聞いたり読んだりして得た知識や情報、

考えなどを的確に理解したり、それらを活用して適切に表現し伝え合ったりすることで

育成される「知識・技能」と「思考力・判断力・表現力等」について、外国語教育の目標

に沿って、高等学校卒業時において求められる資質・能力を明確にした上で、それぞれ

の学校段階等において設定することが大切である。このため、「聞くこと」「読むこと」

「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」「書くこと」の五つの領域ごとに、小学校

中学年段階から児童生徒の発達段階に応じて「知識・技能」と「思考力・判断力・表現

力等」を一体的に育成する目標を設定するとともに、これらの複数を組み合わせて効果

的に活用する統合的な言語活動を一層重視した目標とする。（別添１３‐３を参照） 

○ また、育成を目指す資質・能力の三つの柱の「学びに向かう力・人間性等」は、児童

生徒が言語活動に主体的に取り組むことが外国語によるコミュニケーション能力を身に

付ける上で不可欠であるため、極めて重要な観点である。「知識・技能」を実際のコミュ

ニケーションの場面において活用し、考えを形成・深化させ、話したり書いたりして表

現することを繰り返すことで、児童生徒に自信が生まれ、主体的に学習に取り組む態度

が一層向上するため、「知識・技能」及び「思考力・判断力・表現力等」と「学びに向か

う力・人間性等」は不可分に結び付いている。児童生徒が興味を持って取り組むことが

できる言語活動を易しいものから段階的に取り入れたり、自己表現活動の工夫をしたり

するなど、様々な手立てを通じて児童生徒の「主体的に学習に取り組む態度」の高まり

を目指した指導をすることが大切である。 

                                            
2 ①ＣＥＦＲの文書において人間が言語を用いて行うタスク（人間の行為全般をＣＥＦＲではタスクと言う。）

は reception（受容）、interaction（やり取り）、production（産出）の３領域に分かれており、それらが
総合的に「コミュニケーション活動（communicative activities）」と呼ばれている（ＣＥＦＲオリジナル
文書 2.1.3）。②自己評価表 (self-assessment grid）の形式で示されている、Listening、 Reading、Spoken 
interaction、Spoken production、Writing の五つのタスクは、コミュニケーション能力の社会言語的側
面、語用論的側面を含んだ多面的なものである。それらの複雑な横軸の側面についてはＣＥＦＲ文書 
Chapter 4、 5 で解説されており、多層的な「領域」と考えられており、③複雑な横軸の側面として具体
的にＣＥＦＲのＣＡＮ-ＤＯ形式の目標で示されている内容は communicative competence（コミュニケー
ション能力）を示しており、それらは、linguistic competence(従来の語彙・文法などの知識と技能)、
sociolinguistic competence(社会的文脈などを考慮して言葉を使える力)、pragmatic competence(場面・
状況・相手などを考慮して言葉を使える力)と定義されている。④ＣＥＦＲで目指している姿は「自律的社
会的成員（autonomous social agent）」であり、自ら学習を管理できる「生きる力」を体現する社会的成
員としての個人であり、この点からも学習指導要領の目標とＣＥＦＲは非常に近い目標が掲げられている
と考えられている。 
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○ 各学校においては、国が外国語の学習指導要領に定める領域別の目標を踏まえ、更に

具体的に各校の学習到達目標3を設定する。その際、個別の知識がどれだけ身に付くかに

主眼を置くのではなく、「知識・技能」を外国語による実際のコミュニケーションにおい

て活用し、外国語で情報や自分の考えなどを表現し伝え合うことで、「思考力・判断力・

表現力等」について外国語教育の資質・能力の育成が図られるよう、学習内容等を設定

することが求められる。 

（外国語教育における学習評価） 

○ 観点別学習状況評価の実施に当たっては、各学校において領域別の目標を踏まえ設定

する学習到達目標や、年間を通じた目標、単元目標において、求められる資質・能力を、

「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に学習に取り組む態度」の３観点により

明確にしておく必要がある。その上で、年間を通じた目標を見通した上で単元目標に基

づき観点別の評価を行うことが重要である。 

○ 小学校高学年の教科としての外国語教育における「観点別学習状況の評価」について

も、中・高等学校の外国語科と同様に「知識・技能」、「思考・判断・表現」、「主体的に

学習に取り組む態度」の３観点により行う必要がある。その際、必要な資質・能力を育

成するための学びの過程を通じて、筆記テストのみならず、インタビュー（面接）、スピ

ーチ、簡単な語句や文を書くこと等のパフォーマンス評価や活動の観察等、多様な評価

方法から、その場面における児童の学習状況を的確に評価できる方法を選択して評価す

ることが重要である。 

○ また、小学校高学年の外国語教育を教科として位置付けるに当たり、「評定」において

は、中・高等学校の外国語科と同様に、その特性及び発達の段階を踏まえながら、数値

による評価を適切に行うことが求められる。その上で、外国語の授業において観点別学

習状況の評価では十分に示すことができない、児童一人一人のよい点や可能性、進歩の

状況等については、日々の教育活動や総合所見等を通じて児童に積極的に伝えることが

重要である。小学校「外国語活動」については、現行の学習指導要領において数値によ

る評価にはなじまないとされていること等を踏まえ、顕著な事項がある場合に、その特

徴を記入する等、文章の記述による評価を行うことが適当である。 

○ 具体的な「観点別学習状況の評価」及び「評定」の在り方については、英語教育強化

地域拠点事業等における先進的な取組も参考にしつつ、子供たち一人一人に学習指導要

領の内容が確実に定着するよう、学習指導の改善につながる取組が進められることが期

待される。 

                                            
3 各学校の学習到達目標は、学習指導要領上の 目標等に基づいて児童生徒が身に付けることが期待される資

質・能力に関する目標である。児童生徒の学習状況や地域の実態等を踏まえた上で、卒業時の学習到達目

標を、「～することができる」という形で設定し、指導の改善などに活用することが想定されている。 
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③外国語活動、外国語科における「見方・考え方」 

○ 他者とコミュニケーションを行う力を育成する観点から、社会や世界との関わりの中

で、外国語やその背景にある文化の多様性を尊重し、外国語を聞いたり読んだりするこ

とを通じて様々な事象等を捉え、情報や自分の考えなどを外国語で話したり書いたりし

て表現し伝え合うなどの一連の学習過程を経て、子供たちの発達段階に応じた「見方・

考え方」が豊かで確かなものになることを重視し、整理することが重要である。 

○ 外国語教育において育成を目指す資質・能力を踏まえ、「外国語によるコミュニケーシ

ョンにおける見方・考え方」は、「外国語で表現し伝え合うため、外国語やその背景にあ

る文化を、社会や世界、他者との関わりに着目して捉え、コミュニケーションを行う目

的・場面・状況等に応じて、情報や自分の考えなどを形成、整理、再構築すること」と

整理する。 

（２）具体的な改善事項 

①教育課程の示し方の改善 

ⅰ）資質・能力を育成する学びの過程についての考え方 

○ 「外国語によるコミュニケーションにおける見方・考え方」を働かせる学習過程に改

善するため、育成を目指す「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力等」、「学びに向かう

力・人間性等」の三つの資質・能力を確実に身に付けられるように改善・充実を図る必

要がある。 

○ 外国語教育における学習過程では、児童生徒が、㋐設定されたコミュニケーションの

目的・場面・状況等を理解する、㋑目的に応じて情報や意見などを発信するまでの方向

性を決定し、コミュニケーションの見通しを立てる、㋒対話的な学びとなる目的達成の

ため、具体的なコミュニケーションを行う、㋓言語面・内容面で自ら学習のまとめと振

り返りを行うというプロセスを経ることで、学んだことの意味付けを行ったり、既得の

知識や経験と、新たに得られた知識を言語活動へつなげ、思考力・判断力・表現力等を

高めていったりすることが大切になる。 

○ 言語活動を行う際は、単に繰り返し活動を行うのではなく、児童生徒が言語活動の目

的や、使用の場面を意識して行うことができるよう、具体的な課題等を設定し、その目

的を達成するために、必要な語彙や文法事項などの言語材料を取捨選択して活用できる

ようにすることが必要である。このような言語活動を通じて、児童生徒の学びに向かう

力・人間性等を育成することが重要である。 

○ また、言語材料については、発達段階に応じて、児童生徒が受容するものと発信する

ものとがあることに留意して指導し、各学校段階等を通じて習得させていく過程が重要

である。あわせて、小学校中学年の授業で扱われた語彙・表現や、高学年における文字

の認識、語順の違いなどへの気付き等に関して指導した内容を、中学校の言語活動にお
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いて繰り返し活用することによって、生徒が自分の考えなどを表現する際にそれらを活

用し、話したり書いたりして表現できるような段階まで確実に定着させることが重要で

ある。 

ⅱ）指導内容の示し方の改善 

○ 外国語教育において育成を目指す三つの資質・能力を踏まえ、小・中・高等学校を通

じた領域別の目標、指導内容等について体系的に構造を整理する。この構造の中で、外

国語教育において「主体的・対話的で深い学び」を推進する学習過程を繰り返し経るよ

うな改善・充実が図られる必要がある。 

②教育内容の改善・充実 

ⅰ）小学校の外国語教育における改善・充実 

○ これまでの成果と課題を踏まえて、中学年から「聞くこと」及び「話すこと」を中心

とした外国語活動を通じて外国語に慣れ親しみ、外国語学習への動機付けを高めた上で、

高学年から発達段階に応じて段階的に「読むこと」「書くこと」を加え、総合的・系統的

に扱う学習を行うことが求められる。その際、これまでの課題に対応するため、新たに

㋐アルファベットの文字や単語などの認識、㋑国語と英語の音声の違いやそれぞれの特

徴への気付き、㋒語順の違いなど文構造への気付きなど、言語能力向上の観点から言葉

の仕組みの理解などを促す指導を教科として行うために必要な時間を確保することが必

要である4（別添１３‐４）。 

○ このような方向性を目指し、小学校高学年において、「聞くこと」「話すこと」の活動

に加え、「読むこと」「書くこと」を含めた言語活動を展開し、定着を図り、教科として

系統的な指導を行うためには、年間７０単位時間程度の時数が必要である。また、中学

年における外国語活動については、従来の外国語活動と同様に年間３５単位時間程度の

時数が必要である5。 

ⅱ）中学校の外国語教育における改善・充実 

○ 小学校で学んだ語彙や表現などの学習内容については、中学校の言語活動において、

具体的な課題等を設定するなどして、意味のある文脈の中でのコミュニケーションを通

して繰り返し触れ、生徒が必要な語彙や表現などを活用することができるようにするこ

                                            
4 外国語教育の改善・充実については、「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について（諮問）」

においても、「文部科学省が設置した「英語教育の在り方に関する有識者会議」の報告書においてまとめら
れた提言も踏まえつつ」検討することとされている。提言においては、「小・中・高等学校を通じた英語教
育強化事業」等の先行した取組の検証を踏まえた外国語教育の課題や方向性について詳細がまとめられて
いる。 

5 これらの効果的な教育課程の編成の在り方については、第２部第１章２．の「（４） 各学校における弾力

的な時間割編成」を参照。 
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と、すなわち、様々な工夫をして言語活動の実質化を図り、生徒の言語運用能力を高め

ることが必要である。 

○ また、中学校では、生徒にとって身近なコミュニケーションの場面を設定した上で、

学習した語彙や表現などを実際に活用する活動を充実させるとともに、高校との接続の

観点から、外国語で授業を行うことを基本とするなど指導の改善を図る。 

○ あわせて、中学校では新たに「聞くこと」「話すこと」「読むこと」「書くこと」を測定

する全国学力・学習状況調査の実施6により、具体的な指導改善につながるＰＤＣＡサイ

クルを確立することが重要である。 

ⅲ）高等学校における科目構成の見直し 

○ これまでの課題や高校生の多様化に対応するため、高等学校卒業段階で求められる「外

国語を通じて、情報や考えなどを的確に理解したり適切に伝えたりすることができる力」

（必履修科目でＣＥＦＲのＡ２レベル相当、選択科目で同Ｂ１レベル相当を想定）を育

成するため五つの領域を総合的に扱う科目として「英語コミュニケーション」を設定す

る。 

○ 中学校で学んだことを実際のコミュニケーションにおいて運用する力を十分に身に付

けていないといった課題のある生徒も含めた高校生の多様性を踏まえ、外国語で授業を

行うことを基本とすることが可能な科目を見直す必要がある。また、必履修科目（特に

学習の初期段階）において、中学校の学び直しの要素を入れることとする。 

○ 外国語科の授業において言語活動の比重が低い現状を踏まえ、次期学習指導要領にお

いて設定する領域別の目標を実現するため、いかに言語活動を改善・充実していくかと

いった観点から科目の見直しを行う。このため、五つ領域の総合型の科目（必履修科目

を含む）を核とし、発信能力の育成を更に強化するための科目として「論理・表現」（「発

表、討論・議論、交渉」などにおいて、聞いたり読んだりしたことを活用して話したり

書いたりする統合型の言語活動が中心）を設定する。あわせて、留学や進学などの目的

に応じて高い英語力を目指す高校生もいるといった多様性を踏まえ、専門教科の科目構

成を見直すとともに、学校設定科目などで対応できるようにする。（別添１３‐５を参照） 

○ また、高等学校においては、生徒や学校の多様なニーズを踏まえ、スーパーグローバ

ルハイスクール等の成果を参考にしつつ、グローバルな視点で他教科等での学習内容等

と関連付けて、外国語を用いて課題解決を図る力などを育成する言語活動の改善・充実

を図る必要がある。 

                                            
6 文部科学省「全国的な学力調査に関する専門家会議」の下に設置された「英語調査の検討に関するワーキン

ググループ」において審議の上、平成 28 年 6月には同専門家会議において「全国学力・学習状況調査にお

ける中学校の英語の実施に関する中間まとめ」が取りまとめられている。 
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ⅳ）英語以外の外国語教育の改善・充実 

○ グローバル化が進展する中、日本の子供たちや若者に多様な外国語を学ぶ機会を提供

することは、言語やその背景にある文化の多様性を尊重することにつながるため、英語

以外の外国語教育の必要性を更に明確にすることが必要である。また、学習指導要領の

改訂に向けて、外国語教育における領域別の目標を設定して作成するカリキュラムの研

究や研修、教材開発などの取組について支援することが求められる。 

③学習・指導の改善充実や教育環境の充実等 

ⅰ）「主体的・対話的で深い学び」の実現 

○ 外国語教育においては、質の高い学びに向けて、学びの過程を、相互に関連を図りつ

つ、改善・充実を図ることが必要である。そのような過程で外国語によるコミュニケー

ションを通じて、自分の思いや考えが深まったり更新されたりすることを児童生徒が認

識し、自信を持つことができるような学習活動を設けることが重要である。 

（「主体的な学び」の視点） 

・ 「主体的な学び」の過程では、外国語を学ぶことに興味や関心を持ち、どのように

社会や世界と関わり、学んだことを生涯にわたって生かそうとするかについて、見通

しを持って粘り強く取り組むとともに、自分の意見や考えを発信したり評価したりす

るために、自らの学習のまとめを振り返り、次の学習につなげることが重要である。

このため、コミュニケーションを行う目的・場面・状況等を明確に設定し、学習の見

通しを立てたり振り返ったりする場面を設けるとともに、発達の段階に応じて、身の

回りのことから社会や世界との関わりを重視した題材を設定することなどが考えら

れる。 

（「対話的な学び」の視点） 

・ 「対話的な学び」の過程においては、他者を尊重した対話的な学びの中で、社会や

世界との関わりを通じて情報や考えなどを伝え合う言語活動の改善・充実を図ること

が重要である。このため、言語の果たす役割として他者とのコミュニケーション（対

話や議論等）の基盤を形成する観点を資質・能力全体を貫く軸として重視しつつ、コ

ミュニケーションを行う目的・場面・状況に応じて、他者を尊重しながら対話が図ら

れるような言語活動を行う学習場面を計画的に設けることなどが考えられる。 

（「深い学び」の視点） 

・ 「深い学び」の過程については、言語の働きや役割に関する理解、外国語の音声、

語彙・表現、文法の知識や、それらの知識を五つの領域において実際のコミュニケー

ションで運用する力を習得し、実際に活用して、情報や自分の考えなどを話したり書

いたりする中で、外国語教育における「見方･考え方」を働かせて思考･判断･表現し、

55



 

9 

 

学習内容を深く理解し、学習への動機付け等がされる｢深い学び｣につながり、資質・

能力の三つの柱に示す力が総合的に活用・発揮されるようにする。このため、授業に

おいて、コミュニケーションを行う目的・場面・状況等に応じた言語活動を効果的に

設計することが重要である。 

ⅱ）新たな外国語教育に対応した教材の充実 

○ 小学校の外国語教育については、指導者の確保に加え、効果的な教材の開発が課題

となる。教科化に対応し、弾力的な時間割編成の考え方も踏まえた質の高い教科書の

作成に結び付けるため、関係者間で新たな教科書の在り方を具体的に共有できるよう、

国は、教科化に対応した教材を開発し、平成３０年度には先行して活用できるように

する必要がある。このため、平成２８年度中に、平成２６・２７年度に開発した小学

校中・高学年向けの補助教材の検証を行うとともに、新教材(児童用冊子、教室用デ

ジタル教材、年間指導計画例、学習指導案などを含む教員用指導書)の開発を開始す

る。あわせて、平成２９年度から学習指導要領改訂を踏まえた校内研修等を促進する

ため、平成２８年度より研修用資料を開発し、新教材として開発した内容と合わせて、

平成２９年度の早期の段階から教育委員会等を通じて適時適切に周知することが求

められる。高学年向けの教材においては短時間学習等の設定が可能となるようにする

とともに、活用しやすいＩＣＴ教材の開発が求められる。 

○ 教育委員会等においては、各校の中核教員が学習指導要領改訂を踏まえた効果的な校

内研修を行うことが可能となるよう、次期学習指導要領の内容について周知するととも

に、新教材等を活用した地域の研修を計画的に実施することが期待される。 

○ 中・高等学校においては、教科書・教材の課題として、説明・発表・討論等を通じて

「思考力・判断力・表現力等」を育成するような言語活動の展開が十分に意識されてい

ないと思われるものが見られる。そのため、どのような力を身に付けるべきであるかと

いうことを念頭に置きつつ、学習指導要領における領域別の目標などを踏まえた教材と

する必要がある。また、真に思考力・判断力・表現力等を育成するような言語活動の比

重が低い現状から、学習指導要領の内容の実現のために言語活動の改善・充実に資する

生徒が発信したいと思える題材とする視点が必要である。 

ⅲ）指導体制、教員養成・研修等 

○ 次期学習指導要領に対応した外国語教育に向けた教材開発及び教員養成・研修等の条

件整備については、学校段階や学年段階それぞれの課題に応じた指導体制の整備が不可

欠である。特に小学校については、教育委員会、大学等と連携し、教員の養成・採用・

研修の一体的な改善の取組を進め、小学校教員の専門性を高めるとともに、中・高等学

校の英語の教員免許を有する小学校教員や退職教員が専科指導を行ったり、ネイティ

ブ・スピーカーなど外国語が堪能な外部人材が学級担任とティーム・ティーチングを行

ったりするなど、教科化に対応する専門性を一層重視した指導体制を構築することが必
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要である。 

ア 教員研修の改善・充実 

○ 地域においては、小・中・高等学校の一貫した外国語教育のＰＤＣＡサイクル7の中で、

「英語教育推進リーダー」や英語教育担当指導主事等が中心となって、小・中・高等学

校の連携による研修や、教育委員会と大学・外部専門機関との連携による研修などを計

画的に実施する。この研修の計画において、「英語教育推進リーダー」や地域の指導的立

場にある教員が、研究校等において授業公開・研究会等の企画・運営をしたり、講師・

助言者として活動を行ったりすることを位置付ける。また、各学校を巡回し、校内研修、

指導計画の作成、専科指導を行うことなどを通じて、学習到達目標を活用した授業改善

等について、指導・助言を行うことなどが期待される。 

○ 小学校の外国語教育に携わる教員は、中学校区等の地域単位を基盤として、専門性を

有し地域の指導的立場にある教員を中心に、中学校と複数の小学校とが連携した研修を

行うことや、小・中学校教員相互の授業参加、合同研究会の実施等によって、連携体制

を構築することが求められる。このため、専門性を有する中核教員等を各校に位置付

け、学校全体の外国語教育の授業準備や校内研修の運営、外国語の指導等を担当させる

など校内体制の整備を進めることが期待される。 

○ 教育委員会等においては、「英語教育推進リーダー」による中核教員に対する研修を

計画的に実施し、各校の中核教員等により、今後開発・配布される国の新教材等を活用

した校内研修が確実に実施されるようにすることが必要である。また、「英語教育推進

リーダー」や中核教員が中心となって、大学等との連携により日常的・継続的に指導・

助言を行うことができるよう必要な指導体制を構築する。このことにより、研究校等に

おける指導法等に係る研究成果を確実に波及させ、教員の外国語教育に係る指導力の専

門性を向上させることが期待される。 

○ このような取組を通じて、学級担任はじめ全教員が外国語に触れ、外国語を指導する

力を身に付けることができるよう、校内研修や外国語教育における域内の連携体制を充

実させていくなど、各地方自治体の実態に応じた体制を構築することが求められる。 

○ 高学年における教科化に向けては、小学校の現職教員の中で、地域の指導的立場にあ

る教員や各学校の中核教員が教科化に対応した外国語の指導に関する専門性を高めるこ

とができるよう、国は、中学校英語免許を取得する認定講習に小学校の教科化に必要な

内容を加えたプログラムの開設支援や、免許状更新講習及び教職課程で活用可能なカリ

キュラム開発8等の支援を行う必要がある。 

                                            
7 平成２８年度より、都道府県ごとに「英語教育改善プラン」の策定・公表を行い、生徒・教員の英語力等の

目標を設定、管理の上、必要な研修等を実施し、ＰＤＣＡサイクルの構築を推進している。 

8 英語教育の在り方に関する有識者会議「今後の英語教育の改善・充実方策について（平成２６年９月２６
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イ 大学における教員養成の改善・充実 

○ 大学における教員養成においては、小学校における外国語教育の教科化への対応や、

中・高等学校における「話すこと」「書くこと」の指導力の向上を図るため、小・中・高

等学校のコア・カリキュラム開発・普及を行い、課程認定や各大学による教職課程の改

善・充実の取組に活用できるようにする必要がある。 

○ 小学校の教職課程においては、小学校中学年の外国語活動及び高学年の教科としての

外国語の導入など次期学習指導要領への対応を図るため、基礎的な音声学を含む英語学

など教科に関する専門的事項とともに、教科としての外国語教育に関する指導法を教職

課程に位置付け9、全ての教員の外国語指導力向上を図る必要がある。次期学習指導要領

を踏まえた課程認定がなされるまでの間は、各大学の小学校の教職課程において、コア・

カリキュラム等を活用するなどして、小学校における外国語教育の教科化に対応したカ

リキュラムを開発・開設することが期待される。 

ウ 採用における改善・充実 

○ 外国語教員の採用選考に当たり、教員養成段階における取組と併せて、高い英語力と

英語による指導力を評価する筆記試験や面接等の実技試験などの取組が任命権者の教育

委員会において一層進められることが期待される。また、英語の資格・検定試験による

英語力の基準が国際基準であるＣＥＦＲのＢ２レベル程度10(英検準１級、ＴＯＥＦＬ 

ｉＢＴスコア８０点程度)以上の者を採用するような取組11が期待される。 

○ 小学校では、当面、現職教員の中で専門性を有する教員が専科指導を行ったり、高学

年で専科指導を行う教員が学級担任と連携しながら授業を行ったりする指導体制が想定

される。専科指導を想定した小学校教員の採用選考に当たっては、採用段階における英

語力の基準を設定することや、留学などの海外経験の評価、面接試験、模擬授業などに

                                            
日）」においては「具体的には、例えば、小学校における英語指導に必要な、基本的な英語音声学、第二
言語習得、実際の場面で使うことができる語彙、表現、文構造、文法の特徴に関する理解と運用、異文化
理解、発達段階に応じた適切な指導法、小学校における教室英語、ＡＬＴ等とのティーム・ティーチング
を含む模擬授業、小中連携に対応した演習や事例研究など教職課程において実践的な内容を扱う必要があ
る」とされている。 

9 小学校外国語の教科化に伴う教育職員免許法施行規則の改正。平成２９年度に改正、３０年度に課程認定、

３１年度から施行の予定。 

10 国の第２期教育振興基本計画（平成２５年６月１４日閣議決定）においては、中・高等学校教員に求めら

れる英語力の目標について、英検準１級、ＴＯＥＦＬ ｉＢＴ８０点、ＴＯＥＩＣ７３０点以上を達成した

英語教員の割合を中学校で５０％、高等学校で７５％とすることとされている。今後は、現在審議されて

いる第３期教育振興基本計画（平成３０～３４年度）において新たな目標を設定し、教員の英語力の更な

る改善・充実を図る必要がある。 

11 平成２７年度に実施された教員採用選考試験（全６８都道府県・指定都市等教育委員会）において、英語

の資格等を有する者を対象に、４６都道府県市が加点や英語試験の免除などの取組を行っている。 
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よる実技試験等によってコミュニケーション能力などの専門性を考慮した採用選考12の

実施を促すことが必要である。併せて、中・高等学校英語免許の状況や、教職課程にお

ける小学校英語関係科目の履修状況など専門性を考慮した採用選考の実施を促進するこ

とが求められる。 

エ 地域・学校における指導体制の改善・充実 

○ 小学校中学年の外国語活動導入及び高学年の教科化に対応するためには、教員の養

成・採用・研修及び外部人材の活用支援等により、専門性を一層重視した指導体制を構

築することが求められる。平成３２年度の全面実施までには、養成・採用・研修を通じ

て専門性を有する中核教員等を各校に位置付け、学校全体の外国語教育の授業準備や校

内研修の運営、外国語の指導等を担当する校内体制の整備を進めるとともに13、教科指

導が可能となる指導体制を整備するため、専科指導に当たる教員を確保すること等が必

要である。 

○ このため、小学校では、中学年と高学年の接続が円滑になされることを前提に、例え

ば、中学年では、学級担任が、ＡＬＴや外国語が堪能な外部人材等とのティーム・ティ

ーチングを活用しながら指導することや、高学年では、これらに加え、専門性を有する

中・高等学校の外国語担当教員や中・高等学校の英語免許を所持する小学校教員が専科

指導を行うこと等が考えられる。 

○ あわせて、学級担任が免許法に定める認定講習や新教材を活用した研修を受講するこ

とを通じて、英語の指導力に関する専門性を高めて指導するなどして、専門性を一層重

視した指導体制を構築する必要がある。例えば、英語教育強化地域拠点事業における事

例などを踏まえ、①中・高等学校の外国語担当教員が小学校教員を兼務して専科指導者

として区域内の複数校を指導する取組や、②地域のバランスなどに配慮しながら中学校

英語免許を所持する現職の小学校教員が指導を行うなど、地域の実情に応じた取組が行

われることが期待される。 

○ また、新たに教科化する小学校高学年と中学校での学びを円滑に接続するため

に、９年間を通じた教育課程を編成し、系統的な教育を目指す小中一貫教育を導入

することも有効な手段の一つである。 

○ 児童生徒が生きた外国語に触れる機会を一層充実するため、教員やＡＬＴ等として、

ネイティブ・スピーカーなど外国語が堪能な地域人材や外国語担当教員の退職者等、外

                                            
12 平成２７年度に実施された小学校教員の採用選考試験（全６８都道府県・指定都市等教育委員会）におい

て、２３道県市が外国語活動に関する実技試験を実施し、２１県市が英語の資格等を有する者を対象にし

た加点や英語試験の免除などの取組を行っている。 

13 例えば、専門性を有する中核教員の役割として、指導計画の作成、教材研究、指導方法・評価方法の共
有化、外国語の授業を含めたカリキュラム・マネジメント、及び高学年の専科指導などへの対応が求め
られることについて明確にした上で校内の体制整備を進める必要がある。 
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部人材の受入れを推進する。その際、特別免許状を活用することや、必要に応じて小学

校の児童理解や学級経営なども含む一定の研修を経た上で専科指導者として活用する取

組も期待される。 

○ 児童生徒がネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域人材とのコミュニケーション

を通じて、 

・標準的な英語音声に接し、正確な発音を習得する 

・英語で情報や自分の考えを述べるとともに、相手の発話を聞いて理解するための機会

が日常的に確保される 

ことが重要である。児童生徒の外国語によるコミュニケーション能力を伸ばす上で、Ａ

ＬＴ等を活用した指導は効果的であり、積極的にＡＬＴ等を活用した指導体制の充

実を図り、生きた外国語に触れる機会を増やすことが重要である14。 

○ このため、小学校の次期学習指導要領が実施される前年に当たる平成３１年度まで

に、その質を確保しつつ、全ての小学校にＡＬＴ等が参画できるよう支援を行う必要が

ある。ＡＬＴ等の質の向上を図るため、ＪＥＴプログラムにより招致したＡＬＴへの研

修のほか、教員用指導資料や外国語指導助手等の研修用資料などを充実することが必要

である。なお効果的な活用の在り方については、地域や学校の実情に応じて役割を明確

にした上で検討する必要がある。 

○ 以上のような取組について、小学校においては、校長がリーダーシップを発揮し、学

校全体の取組方針を明確にした上で、専門性を有する各校の中核教員等を中心として、

全教員の共通理解を図りながら、校内の外国語教育全体の授業準備や研修、ＡＬＴ等の

活用など指導体制の強化に取り組むことが重要である。 

 

 

                                            
14 平成 28 年６月に閣議決定された「日本再興戦略 2016」では、「全ての小学校への外国語指導助手（ＡＬ

Ｔ）等外部人材２万人以上の配置や、実践的な研修の充実等により、全ての児童生徒に質の高い英語教
育を実施する」ことが明記されている。 
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